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第５２２回（臨時）福崎町議会会議録

令和８年１月２２日（木）

午前９時３０分 開 会

○令和８年１月２２日、第５２２回（臨時）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。

○出席議員 １４名

１番 中 田 貴 子 ８番 田 中 康 智

２番 牛 尾 成 利 ９番 住 谷 庸 子

３番 牛 尾 雅 一 １０番 北 山 智 恵

４番 大 住 文 子 １１番 前 川 裕 量

５番 三 輪 一 朝 １２番 城 谷 英 之

６番 𠮷 高 平 記 １３番 植 岡 茂 和

７番 小 林 博 １４番 竹 本 繁 夫

○欠席議員（な し）

○事務局より出席した職員

事 務 局 長 澤 田 和 也 主 事 阿 保 佑 夏

○説明のため出席した職員

町 長 尾 﨑 吉 晴 副 町 長 近 藤 博 之

教 育 長 髙 橋 渉 公 営 企 業 管 理 者 福 永 聡

技 監 津 田 知 宏 町参事兼総務課長 岩 木 秀 人

企 画 財 政 課 長 蔭 谷 秀 樹 税 務 課 長 岡 本 昌 文

地 域 振 興 課 長 成 田 邦 造 住 民 生 活 課 長 山 本 克 典

福 祉 課 長 小 幡 伸 一 ほ け ん 年 金 課 長 西 村 由紀子

農 林 振 興 課 長 山 下 勝 功 ま ち づ く り 課 長 増 山 剛

上 下 水 道 課 長 橋 本 繁 樹 会 計 管 理 者 福 永 知 美

学 校 教 育 課 長 吉 髙 美 鈴 社 会 教 育 課 長 木ノ本 雅 佳

○議事日程

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

第 ３ 諸報告

第 ４ 議案第１号 令和７年度福崎町一般会計補正予算（第４号）について

第 ５ 質疑

第 ６ 討論・採決

第 ７ 議員派遣

○本日の会議に付した事件

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

第 ３ 諸報告

第 ４ 議案第１号 令和７年度福崎町一般会計補正予算（第４号）について

第 ５ 質疑
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第 ６ 討論・採決

第 ７ 議員派遣

開会及び開議

議 長 皆さん、おはようございます。

第５２２回福崎町議会臨時会の開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。

１月も残り僅かとなり、寒さも一層厳しくなってまいりました。皆さんにおか

れましては、ご健勝にてご参集を賜り、誠にありがとうございます。

さて、本臨時会に提案されます案件は、議案第１号、令和７年度福崎町一般会

計補正予算（第４号）についての議案１件であります。慎重にご審議いただき、

また、議事の円滑なる運営につきましても格別のご協力をお願いいたしまして、

本臨時会の開会の挨拶といたします。

ただいまの出席議員数は１４名でございます。定足数に達しております。よっ

て、第５２２回福崎町議会臨時会が成立したことを宣告いたします。

また、総務課及び事務局から写真撮影の申出が出ておりますので、撮影を許可

いたします。

ただいまから第５２２回福崎町議会臨時会を開会いたします。

これより本日の日程に入ります。

本日の日程は、配付しております議事日程に記載のとおりであります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

議 長 日程第１は、会議録署名議員の指名であります。

会議録署名議員の指名は、会議規則第１２７条の規定により議長が指名いたし

ます。

４番、大住文子議員

１１番、前川裕量議員

以上の両議員にお願いいたします。

日程第２ 会期の決定

議 長 日程第２は、会期の決定であります。

会期の決定の件を議題といたします。

本臨時会の会期は、あらかじめ議会運営委員会において協議されておりますと

おり、本日１日としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長 異議なしと認めます。

よって、本臨時会の会期は本日１日といたします。

日程第３ 諸報告

議 長 日程第３は、諸報告であります。

１２月２２日の第５２１回福崎町議会定例会閉会後の本日までの議会活動につ
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いては、配付の報告書のとおりです。

また、例月出納検査結果報告書が議長宛てに提出されておりますので、その写

しを配付しております。

さらに地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１２９条の規定により議

員を派遣したので、議会調査研究事業実施要領第６条の規定により、議員派遣の

報告について配付しております。

次は、議案の上程及び議案説明であります。

これより、議案第１号、令和７年度福崎町一般会計補正予算（第４号）につい

て、町長の提案内容の説明を求めてまいります。

町 長 皆さん、おはようございます。第５２２回福崎町議会臨時会を招集しましたと

ころ、全員のご出席を賜り、誠にありがとうございます。

１月１９日に高市早苗首相が衆議院の解散を表明されました。明日１月２３日、

通常国会冒頭で衆議院を解散し、１月２７日公示、２月８日投開票となります。

今回の選挙は、解散から総選挙まで１６日間という選挙の準備期間が非常に限

られたものとなります。選挙ポスター掲示板の設置、投票所入場券の各世帯への

配布など、いろいろな準備が必要となりますが、選挙管理委員会と連携し、町も

一体となって選挙事務に遺漏のないよう、公正な選挙の執行に努めてまいります。

さて、本日の臨時会には議案１件、議案第１号、令和７年度福崎町一般会計補

正予算（第４号）についてを提案しています。

内容は、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するための物価高対

応子育て応援手当支給事業及び食料品価格等の物価高騰対策として全町民に町内

の店舗等で使用可能な商品券を配布する物価高騰対応商品券事業を実施するもの

であります。

予算の補正については、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億

２，１４０万円を追加するものです。

詳細は担当課長が説明しますので、ご審議の上、ご賛同くださいますよう、よ

ろしくお願いを申し上げます。

議 長 ただいま町長から上程議案に対する概要の説明が終わりました。

これから詳細なる説明を求めてまいります。

日程第４ 議案第１号 令和７年度福崎町一般会計補正予算（第４号）について

議 長 日程第４、議案第１号、令和７年度福崎町一般会計補正予算（第４号）につ

いてを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

企画財政課長 失礼いたします。

議案第１号についてご説明申し上げます。

令和７年度一般会計補正予算（第４号）は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳

入歳出それぞれ２億２，１４０万円を追加し、補正後の予算総額を１１７億９，

８６０万円とするものであります。

第１表、歳入歳出予算補正につきましては、事項別明細書にてご説明申し上げ

ます。まず、歳出からご説明いたします。

事項別明細書の３ページ、４ページをご覧ください。

民生費の１目、児童福祉総務費では、６，１４０万円の増額補正としておりま

す。

説明につきましては、議案資料にてご説明いたします。議案資料の１ページを
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ご覧ください。

事業名は、物価高対応子育て応援手当支給事業です。

これは国補正予算の事業で、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援

するため、物価高対応子育て応援手当を支給するものであります。

支給対象者は、基準日（令和７年９月３０日）時点で児童手当支給対象児童を

養育する父母等で、令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までに生まれた

新生児も含みます。対象児童数は２，９７０人で、子ども１人当たり一律２万円

を支給します。

補正予算額は６，１４０万円で、このうち事業費は対象児童数２，９７０人掛

ける２万円で５，９４０万円、事務費は２００万円を計上しております。

今後のスケジュールにつきましては、３月上旬以降に応援手当の案内等を送付、

支給の有無を確認後、３月末に各児童手当登録口座等への振込を行います。

補正予算の内容につきましては、事項別明細書の３ページ、４ページに戻って

いただきまして、確認書発送事務や受付事務等を行う職員の時間外勤務手当が３

０万円、消耗品費や確認書等の印刷代の需用費が１０万円、郵便料、振込手数料

の役務費が３４万円、該当者抽出や確認書の作成等にかかる電算システム構築委

託料が１２６万円、物価高対応子育て応援給付金が５，９４０万円となっており

ます。財源は、国庫補助金の物価高対応子育て応援手当事業費補助金及び事務費

補助金をそれぞれ１０分の１０充当しております。

次に、事項別明細書５ページ、６ページをご覧ください。

商工費の２目、商工業振興費では、１億６，０００円の増額補正としています。

説明につきましては、議案資料にていたします。議案資料の３ページをお開き

ください。事業名は福崎町物価高騰対応商品券事業です。

この事業は、食料品・エネルギー価格等の物価高騰が継続する中、影響を受け

ている町民の生活支援と消費促進による地域経済の活性化を目的として、国の物

価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、全町民を対象に町内登録店舗

で利用できる商品券を配布するものであります。商品券の額は、町民１人当たり

８，０００円で、１，０００円券の８枚つづりとなっております。

対象者は、令和８年１月３１日時点で福崎町に住民登録がある方及び２月１日

から６月３０日までの転入者、出生者等で、使用期間は令和８年４月１０日から

７月３１日までとしております。利用店舗は商品券事業取扱店として登録した町

内店舗で、配布期間については、３月下旬頃から順次、郵送により各世帯主宛て

に商品券を配布します。対象想定数は約１万９，０００人で、補正予算額は、事

業費が１万９，０００人掛ける８，０００円で１億５，２００万円、事務費は、

８００万円、総額１億６，０００円としております。財源は、国庫補助金の物価

高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を１億６，０００円充当しております。

主なスケジュールは、取扱店舗募集が１月下旬から６月３０日までで、このう

ち２月１６日までに登録申請のあった店舗は、商品券発送時に同封するチラシに

掲載いたします。発送準備は３月上旬から、商品券の配布は３月下旬から順次各

家庭に郵送いたします。

補正予算の内容につきましては、事項別明細書に戻っていただきまして、商品

券発送作業等を行う会計年度任用職員の報酬及び費用弁償が合計で４１万円、正

規職員の時間外勤務手当が３２万円、消耗品費や商品券の印刷代等の需用費が２

４０万円、商品券の郵送等に係る郵便料、振込手数料の役務費が４８７万円、町

内登録店舗への商品券換金に係る物価高騰対応商品券事業交付金が１億５，２０

０万円となっております。
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なお、１２月国補正で追加交付の限度額が示されました物価高騰対応重点支援

地方創生臨時交付金の対象事業につきましては資料の２ページをご覧ください。

交付限度額は２億３６６万４，０００円で、表の１番目は、先ほど説明いたしま

した１月補正の物価高騰対応商品券事業に１億６，０００万円充当、２番目は、

令和８年度の当初予算に計上予定の物価高騰に伴う学校給食費支援事業で、中学

生の給食費無償化が２，７５２万９，０００円、給食材料代物価高騰支援が２，

２７１万円の合計５，０２３万９，０００円に対し４，３６６万４，０００円充

当する予定としております。

なお、歳入については、歳出において説明させていただいたとおりでございま

すので、一般財源の増加はございません。

事項別明細書の後ろには給与費明細書をおつけしておりますので、ご参照くだ

さい。

以上、議案第１号、令和７年度一般会計補正予算（第４号）の説明とさせてい

ただきます。よろしくご審議賜り、ご賛同いただきますよう、お願い申し上げま

す。

日程第５ 質疑

議 長 日程第５は、議案に対する質疑であります。

議案第１号、令和７年度福崎町一般会計補正予算（第４号）について、質疑は

ありませんか。

９ 番 先ほど説明がありました物価高騰対応商品券の支援事業のことについてお聞き

をいたします。

これの算出方法につきましては、住民の人数掛ける８，０００円と、あと事務

費で１億６，０００万ということで説明がありました。近隣のですね、市町はや

はり１万円とか２万円という額がですね、情報として流れております。今、行革

でいろいろと事業が見直し、廃止で削減される中、ちょっと８，０００円という

中途半端な額ではなくですね、例えば１万円とか、そういったことの議論はなか

ったのかどうか教えてください。

副 町 長 ご質問のように１万円のきれいな数字なんですけど、各市町ばらばらですね、

７，０００円、８，０００円のところもございます。あくまで国の目的がこうい

った物価高騰とかそういったことに対応するっていうのが主なメニューでござい

ますので、交付金の中でまずしていきたいというのが我々の考え方でございます。

それに併せまして、やはり今、給食費の無償化に、できるだけそちらの方向に

行きたいという思いもございますので、まずそこを優先させていただいて、残る

中で商品券をしますとですね、そういった単価になってきたということでござい

ます。

議 長 ほかに質疑はありませんか。

８ 番 今さっき予算の補正の額の話いろいろとご説明いただいたんですけども、商品

券のお話はですね、７年度中に準備を全部終わらせて、発送が年度末、実際に商

品券を使えるのは８年度になってからという制度設計のようですが、予算のこれ

執行についてのですね、例えば債務負担行為、この辺りは、本日は特に提案なさ

らない、どのようなお考えですかね。

企画財政課長 商品券事業の予算につきましては、まず１月補正で１億６，０００万円全額計

上しております。その一部、事務費については８割９割は３月末までに支出する

予定としておりますので、その残りを繰越明許費にて繰り越しいたしまして、８
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年度に商品券の事業を行いたいと思っております。

８ 番 今、繰越明許費というお話ですけども、繰越明許費の考え方は本来令和７年度

中に予算執行するつもりだったものが何かの影響があって、７年度中にはですね、

執行できないっていうときに使う制度でして、そもそも配布自体が８年度になる

ということやったらですね、債務負担行為がふさわしいんじゃないんですかね。

副 町 長 先ほどご説明あったんですけども、債務負担行為というのは逆にですね、翌

年度にまたがる契約を当該年度にするための予算と私は認識をしておりますので、

あくまで執行が年度内に完了しない場合は繰越しできるという財政上の制度かと

私は理解しております。

８ 番 その辺の議論を闘わせるつもりは特になかったんですけども、福崎町として債

務が確定をしておるというのはやはりいつの段階なんですかっていうたら、商品

券をつくってですね、それを配布するということを決心した時点で、もう債務は

発生してるんで。ただ、お金のやり取り自体が令和８年度になるわけなんで、そ

れは繰越明許というよりは私は債務負担かなと思ったわけなんですが、ちょっと

その辺の認識ですね、特に令和８年度予算のときに議論をするということも可能

なんで、それまでにちょっと整理をお願いしてよろしいですか。

副 町 長 改めましてまた整理しましてですね、答弁させていただきたいと思います。

議 長 ほかに質疑はありませんか。

２ 番 先ほど副町長のご説明で給食費のほうもここに入れさせていただいたというこ

となんですが、町長は当初から中学校の給食費は無料ということで表明されてお

られまして、平たく言えば、財源をこちらに回せて、町の財源を浮かせたという

ことでよろしいんでしょうか。

町 長 中学校のですね、給食費の無償化は財源があろうとなかろうと必ずやりたいと

いう思いでおりました。その中でですね、このたび、この物価高対応の国の予算

がつきましたのでこちらを使わせていただくということにしたということでござ

いまして、もともとは国からのこういったものがあろうとなかろうと中学校の無

償化は継続していくというのが私の思いでございました。

２ 番 分かりました。その分、財源が浮いたということになると思いますが、また次

年度以降は町の負担でされるということでよろしいんでしょうか。

町 長 こういった物価高とかいろんな支援が国からの支援があればですね、大変あり

がたいんですが、なくてもですね、中学校の給食費の無償化は単独でも続けてい

きたいという思いと、それからこれまでもずっと申し上げておりますが、小中学

校のですね、給食費の無償化ということで私は国会議員の先生方にも要望をさせ

ていただいております。今回、国は小学校の無償化をするということになりまし

たが、たしか３党合意では小中学校の無償化に向けて進めていくというようなこ

とにもなっているはずだというふうに思っておりまして、今後そういったことも

検討がなされるんではないかなというふうにも考えておるところでございます。

２ 番 分かりました。そしたら今後ともよろしくお願いします。

議 長 ほかに質疑はありませんか。

１ ２ 番 この交付金なんですけど、２億３９６万４，０００円。これ国からの交付金

ってこれがマックスなんですかね。お尋ねをします。

企画財政課長 国の１２月補正で決定された福崎町への交付限度額でございます。

１ ２ 番 余って返すとか、そういうことはないんですよね。それと、これに町から足

して町民さんに物価高騰を還元するっていうようなお気持ちはなかったのか、お

尋ねします。

企画財政課長 議案資料２ページに示しておりますように、限度額が２億３６６万４，０００
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円になっておりますが、事業費総額を２億１，０００万ほどとしております。こ

ちら一般財源も出しておりますので、この事業が若干、例えば商品券が少なく配

布されてもここの一般財源で吸収するということで、返すようなことはないよう

に努めたいと思っております。

議 長 ほかに質疑はありませんか。

１ ３ 番 成利議員の質問に少し重複するところがあるんですが、町長の先ほどの答弁

でしたら、このお金がなくても給食費の無償化を取り組もうとしとったと。この

財源を別のものに還元する形で使おうという、何かそういう給食費以外の考えと

いうのは当初はなかったのかというのをちょっとお聞きしたいです。

町 長 議員もご承知のようにですね、福崎町の財政というのは今大変厳しい状況でご

ざいまして、そういうふうに考えていきますと、財政調整基金の取崩しでありま

すとか収支均衡を目的とした行財政の考え方からしましてですね、なかなかそう

いったほうに踏み込むことはどうかなというふうに思っておりまして、今回は給

食費の無償化のほうに使わせていただいたということでございます。

１ ３ 番 町長、よく私らも理解はしておりますけど、先ほどの答弁で、今回はこれが

あったので充てましたと。これがなくても給食費は取り組むという答弁でしたの

で、これがなかったとしたら何かで捻出せなあかんかったことですよね、もとも

と。なので、これを別のものに考えることはなかったのかということをお聞きし

たかっただけなんです。何かそういう給食費の当てがあれば、この物価高騰対策

に対して何か別の考え、何か町長がこうしたかったなっていうようなことはなか

ったのかということをちょっとお聞きしたいんです。

町 長 この物価高対策でですね、これ以外にもいろんな選択肢はあったかもしれませ

ん。いろんなことは考えたんですけれども、この２億円の予算の枠の中でですね、

今回はこの２点に絞らせていただいたということでございます。ほか何も考えて

いなかったかといいますと、いろんなことは考えておりました。

以上です。

議 長 ほかに質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

議 長 ないようですので、本案に対する質疑を終結いたします。

以上をもって、本臨時会に付議されました議案に対する質疑を終結いたします。

日程第６ 討論・採決

議 長 日程第６は、討論・採決であります。

この際、お諮りいたします。

議案第１号について、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省

略し、本会議において、ただいまから即決したいと思いますが、ご異議ございま

せんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長 異議なしと認めます。

よって、議案第１号については、本会議において即決することに決定いたしま

した。

それでは、討論・採決を行います。

議案第１号、令和７年度福崎町一般会計補正予算（第４号）について、討論を

行います。

討論はありませんか。
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（「ありません」の声あり）

議 長 討論なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１号について、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

議 長 起立全員であります。

よって、議案第１号については、原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。

日程第７ 議員派遣

議 長 次の日程は、議員派遣であります。

お諮りいたします。

議員派遣の件については、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１２

９条の規定に基づき、配付しております議員派遣のとおり派遣することとしたい

と思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長 異議なしと認めます。

よって、議員派遣の件については、配付しております資料のとおり派遣するこ

とに決定いたしました。

以上で、第５２２回福崎町議会臨時会の日程は全て終了いたしました。

よって本臨時会を閉会することにしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長 異議なしと認めます。

よって、第５２２回福崎町議会臨時会を閉会することに決定いたしました。

閉会にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

本日は早朝よりご参集を賜り、本臨時会に提出されました案件について、慎重

審議の上、適正妥当なる結論づけをいただき、また、議事の運営につきましても

格段のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

寒さが厳しい時期ですが、皆様方におかれましては、健康に十分ご留意されま

して、ますますのご精励とご活躍を祈念申し上げ、閉会のご挨拶といたします。

最後に、尾﨑町長からご挨拶をいただきます。

町 長 第５２２回福崎町議会臨時会の閉会にあたりまして、一言お礼を申し上げます。

本臨時会におきましては、提案させていただきました補正予算を全員賛成で可

決していただき、ありがとうございました。今回の議案は物価高の影響を強く受

けている子育て世帯の支援と、町民への支援及び経済の活性化を目的とするもの

でございます。速やかに事業を執行できるように準備を進めてまいります。

１年で今が一番寒さが厳しい時期でございます。議員の皆様には健康には十分

注意をしていただき、ご活躍くださいますよう願いまして、お礼の挨拶とさせて

いただきます。本日はありがとうございました。

議 長 これにて閉会いたします。どうもご苦労さまでございました。

閉会 午前１０時０３分



－9－

地方自治法第１２３条の規定により、ここに署名する。
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